
 

別紙３ 

 

 

条 件 

 

 

１ 第４世代移動通信システムによる広範なブロードバンドサ

ービスの普及に努めること。 

 

２ 周波数の割当てを受けていない者に対する、電気通信設備

の接続及び卸電気通信役務の提供その他の方法による特定

基地局の利用の促進に努めること。 

 

３ 本年６月に成立した「電気通信事業法の一部を改正する法

律」の趣旨を踏まえ、人為ミスなどによる電気通信事故を

防止するための対策を行うなどの電気通信設備の安全・信

頼性の向上に努めること。 

 

４ 周波数のひっ迫により電波の有限希少性が増大しているこ

とに鑑み、割当済周波数を使用する基地局による携帯電話

サービスの高速化及び広域化に努めること。特に、携帯電

話が国民にとって重要な生活手段になっていることに鑑み、

携帯電話不感地域の住民ニーズを的確に把握し、当該地域

における基地局の開設に努めること。 

 

（ＫＤＤＩのみに付与される条件） 

５ 通信量が特に多い都市部において、利用者利便が損なわれ

ることのないよう、特定ひっ迫区域における高度特定基地

局の開設の一層の促進に努めること。 

 

以上 

 


